
令和7年度入札参加資格停止措置状況

業　者　名 所　在　地 入札参加資格停止の期間 入札参加資格停止理由 対　　　応

パナソニックＥＷエンジニ
アリング株式会社 中部支
店

愛知県名古屋市中村区名駅
南二丁目７番５５号

令和７年４月１４日　から
令和７年９月１３日　まで

パナソニックＥＷエンジニアリング
（株）は、建設業法第１５条第２号の
規定に違反して、資格要件を満たさ
ない者を営業所の専任技術者とし
て配置していた。また、同法第２６
条第１項の規定に違反して、資格
要件を満たさない者を主任技術者
として工事現場に配置していた。こ
のことが、建設業法第２８条第１項
本文及び同項第２号に該当すると
して、令和７年１月３１日、近畿地方
整備局長は、同社に対し監督処分
（指示処分、営業停止命令）を行っ
た。

山県市建設工事請負契約に係る
入札参加資格停止等措置要領第２
条第１項及び別表第２第５号の規
定に基づき、入札参加資格の停止
措置を講じる。

パナソニック産機システ
ムズ（株）中部支店

愛知県名古屋市中区丸の内
１－１７－１９

令和７年４月１４日　から
令和７年９月１３日　まで

パナソニック産機システムズ（株）
は、建設業法第２６条第１項の規定
に違反して資格要件を満たさない
者を主任技術者として工事現場に
配置していた。このことが、建設業
法第２８条第１項第２号に該当する
として、令和７年１月３１日、関東地
方整備局長は、同社に対し監督処
分（営業停止命令）を行った。

山県市建設工事請負契約に係る
入札参加資格停止等措置要領第２
条第１項及び別表第２第５号の規
定に基づき、入札参加資格の停止
措置を講じる。
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業　者　名 所　在　地 入札参加資格停止の期間 入札参加資格停止理由 対　　　応

（株）かんでんエンジニア
リング

大阪府大阪市北区中之島
６ー２ー２７

令和７年５月１２日　から
令和７年１０月１１日　まで

（株）かんでんエンジニアリングは、
建設業法第１５条第２号の規定に
違反して、資格要件を満たさない者
を営業所の専任技術者として配置
していた。また、同法第２６条第１項
及び第２項の規定に違反して、資
格要件を満たさない者を主任技術
者及び監理技術者として工事現場
に配置していた。このことが、建設
業法第２８条第１項本文及び同項
第２号に該当するとして、令和７年
２月４日、近畿地方整備局長は、同
社に対し監督処分（指示処分、営業
停止命令）を行った。

山県市建設工事請負契約に係る
入札参加資格停止等措置要領第２
条第１項及び別表第２第５号の規
定に基づき、入札参加資格の停止
措置を講じる。

（株）ＫＡＮＳＯテクノス 今
渡支店

岐阜県可児市川合２７９３ー２
６

令和７年５月１２日　から
令和７年１０月１１日　まで

（株）ＫＡＮＳＯテクノスは、建設業法
第１５条第２号の規定に違反して、
資格要件を満たさない者を営業所
の専任技術者として配置していた。
また、同法第２６条第１項及び第２
項の規定に違反して、資格要件を
満たさない者を主任技術者及び監
理技術者として工事現場に配置し
ていた。このことが、建設業法第２８
条第１項本文及び同項第２号に該
当するとして、令和７年２月４日、近
畿地方整備局長は、同社に対し監
督処分（指示処分、営業停止命令）
を行った。

山県市建設工事請負契約に係る
入札参加資格停止等措置要領第２
条第１項及び別表第２第５号の規
定に基づき、入札参加資格の停止
措置を講じる。

新明和工業（株）流体事
業部営業本部中部支店

愛知県名古屋市中区大須１
－７－１１

令和７年６月１１日　から
令和７年８月２５日　まで

新明和工業（株）は、機械式駐車装
置の設置工事において、独占禁止
法違反第３条（不当な取引制限の
禁止）の規程に違反する行為を
行ったとして、公正取引委員会から
令和７年３月２４日に排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けた。

山県市建設工事請負契約に係る
入札参加資格停止等措置要領第２
条第１項及び別表第２第２号の規
定に基づき、入札参加資格の停止
措置を講じる。なお、課徴金減免制
度適用事業者として公表されたた
め、短縮した措置期間を適用する。
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